
登別市介護予防・日常生活支援総合事業に係る新たな
サービス導入に向けた説明会 

平成２９年７月２８日（金） 

 

登別市保健福祉部高齢・介護グループ 

第１回事業者向け説明会 

～新しい訪問型・通所型サービスについて～ 



  市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様
なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者
等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とします。 

介護予防・日常生活支援総合事業の概要 

 ７５歳以上人口は増加し続けるが、生産年齢人口は減
少（2025年には団塊の世代７５歳以上） 

 単身世帯・高齢者のみ世帯の増加 

 生活支援ニーズが急速に増大 

目的 

背景 

担い手不足と介護給付費の増大 

人員基準を緩和したサービス等
の導入により対応 
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（厚生労働省：介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要）から抜粋） 3 



 平成３０年度から新たに導入するサービスは、多様なサービスである「訪問型サービスＡ」及
び「通所型サービスＡ・Ｂ」とします。  
 対象は、要支援１・２及びチェックリストにより一定の基準を満たした方（以下「事業対象者」と
いう。）とします。 

新たに導入するサービスの概要 ① （案） 

訪問型サービス 

通所型サービス 

○訪問型サービスＡ 

 現行の介護予防訪問介護との違いは、身体介護を伴わない生活援助のみとな
ること、「市が指定する研修修了者」によるサービス提供が可能となることです。 

 報酬については、現行相当サービスの算定単価の約８３％です。 

○通所型サービスＡ 

 従前の介護予防通所介護との違いは、サービスの提供時間の目安を半日程度
としたこと、生活相談員・看護職員・機能訓練員の不配置を可としたことです。 

 報酬については、現行相当サービスの算定単価の約８２％です。 
○通所型サービスＢ 

 日常生活支援や身体機能の向上、交流の場の提供などにより、要支援者等の
自立を支援するサービスを提供する法人等へ、運営経費の一部を補助します。 
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 登別市の原則的なサービスは、サービスＡとなりますが、身体介護や専門
職による支援が必要な場合等は現行相当のサービスの利用が可能となりま
す。 

導入するサービスの概要 新たに導入するサービスの概要 ②（案） 

加算・減算 

現行相当のサービス 

 新たに導入するサービスは、介護事業者のほか、民間企業など多様な主
体の参画による実施を想定しているため、介護事業所の体制等に係る加算・
減算については、設定しない予定です。 

 認知機能の低下や精神・知的障害により日常生活に支障があるような症
状や行動を伴うもの 

 退院直後で状態が変化しやすいもの  など 

現行相当サービスの利用が想定される例 
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入浴 
3.6% 
9人 

自立生活支援の 

ための見守り援助 
2.8% 
7人 

掃除 
76.6% 

193人（※うち８８人が

単独利用） ゴミ出し 
0.8% 
2人 

洗濯・洗濯物を 

干す 
0.4% 
1人 

調理 
4.7% 
12人 

買い物 
4.0% 
10人 

その他 
7.1% 
18人 

介護予防訪問介護で主な目的としているサービス内容 
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介護予防訪問介護のサービス利用状況 

平成２８年４月１日時点の介護予防プラン状況調査（地域包括支援センター職員による調査） 

 
  サービス利用者数（要支援１…１４１人、要支援２…１１１人、計２５２人） 

介護予防訪問介護サービスの利用状況 
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区分 
介護予防訪問介護 
相当サービス 

訪問型サービスＡ 
（指定事業者） 

訪問型サービスＡ 
（委託事業者） 

提供者 訪問介護事業者 訪問介護事業者 民間事業者・ＮＰＯ法人等 

サービス
内  容 

○訪問介護と同様のサービス 
○訪問介護員による身体介護、生活援助 

○訪問介護員等の従事者による掃除、洗濯、調理、買い物、ゴミ出し等の生活援助  
○身体介護（排泄・食事介助、清拭・入浴等）を行わない 
○20分以上４５分未満の活動を目安とする 

サービス
対象者 

  
原則、要支援１・２の者で、 
 
○既にサービスを利用しており、継続が必要な 
  ケース 
○身体介護が必要なケース 
○認知機能の低下や退院直後で状態が変化し 
 やすいなど、専門的なサービスが必要なケー 
 スなど 

 
要支援１・２、事業対象者で、 
 
○身体介護が不要で、生活援助が必要なケース 
 
 

訪問型サービスのサービス内容等（案） 

人員 
基準 

①管理者 
  常勤・専従１人以上 
  ※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他  
    事業所等の職務に従事可能 
  【資格要件：なし】 
 
②訪問介護員等 
  常勤換算2.5人以上  
  【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修 
  等修了者】 
 
③サービス提供責任者 
  常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に１人  
  以上（一部非常勤可） 
  【資格要件：介護福祉士、実務者研修修了者、3  
  年以上介護等の業務に従事した介護職員初任 
  者研修等修了者】 

①管理者 
  専従1人以上 
  ※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他  
   事業所等の職務に従事可能 
 【資格要件：なし】 
 
②従事者 
  利用者の数に必要数と認められる数 
  ※定期訪問が可能な人員 １人以上 
 【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修 
  等修了者、市の指定する研修修了者】 
 
③訪問事業責任者 
  利用者50人に１人以上 
 【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修 
  等修了者、市の指定する研修修了者】 
 
※市の指定する研修は、平成29年度については、 
  10月実施予定の介護サービス人材確保事業 
  の研修を充てる予定。 

①管理者 
  専従1人以上 
  ※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他  
   事業所等の職務に従事可能 
 【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修 
  等修了者、市の指定する研修修了者】 
 
②従事者 
  利用者の数に必要数と認められる数 
  ※定期訪問が可能な人員 １人以上 
 【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修 
  等修了者、市の指定する研修修了者】 
 
③訪問事業責任者 
  利用者50人に１人以上 
 【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修 
  等修了者、市の指定する研修修了者】 
 
※市の指定する研修は、平成29年度については、 
  10月実施予定の介護サービス人材確保事業の 
  研修を充てる予定。 
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区分 
介護予防訪問介護 
相当サービス 

訪問型サービスＡ 
（指定事業者） 

訪問型サービスＡ 
（委託事業者） 

設備 
基準  

 
①事業運営に必要な広さを有する専用の区画 
②必要な設備・備品 

 
①事業運営に必要な広さを有する専用の区画 
②必要な設備・備品 

 
①事業運営に必要な広さを有する専用の区画 
②必要な設備・備品 

運営 
基準 

①清潔の保持・健康状態管理     
②秘密保持                
③事故発生時の対応 
④休廃止の届出・便宜提供等 
⑤個別サービス計画作成 
⑥運営規定の説明・同意 
⑦提供拒否の禁止 など 

①清潔の保持・健康状態管理     
②秘密保持                
③事故発生時の対応 
④休廃止の届出・便宜提供等 
⑤個別サービス計画作成 
⑥運営規定の説明・同意 
⑦提供拒否の禁止 など 

①清潔の保持・健康状態管理     
②秘密保持                
③事故発生時の対応 
④休廃止の届出・便宜提供等 
⑤個別サービス計画作成 
⑥運営規定の説明・同意 
⑦提供拒否の禁止 など 

算定 
単位 

 １月当たり  １月当たり / 1回当たり  1回当たり 

単価     

 
○単価は、現行の介護予防訪問介護と同額 
 
①事業対象者、要支援1・2 
 (週１回程度)  1,168単位  
②事業対象者、要支援1・2 
 (週２回程度)  2,335単位 
③事業対象者、要支援2 
 (週２回を超える程度)  3,704単位 
 
＜加算・減算＞ 
予防給付（訪問介護）と同等 
①初回加算200単位/月 
②生活機能向上連携加算100単位/月 
③介護職員処遇改善加算  ほか 
 

 
単価を83％程度に設定（有資格者との給与水準 
の差を考慮） 
※平成30～32年度においては、経過措置として 
  減額率を逓減する予定 
 
①事業対象者、要支援1・2 ( 週１回程度 )  
 月３回まで  回数払い   242単位/回    
 月４回以上 月額払い   968単位/月   
②事業対象者、要支援1・2 （ 週２回程度 ） 
 月７回まで  回数払い    243単位/回 
  月８回以上 月額払い   1,936単位/月 
③要支援２ ( 週２回を超える程度 ) 
 月11回まで  回数払い  256単位/回    
 月12回以上 月額払い  3,071単位/月 
 
＜加算＞ 初回加算 200単位/月 ・生活機能向 
       上連携加算100単位/月 
＜減算＞ 無し 

 
①事業対象者、要支援1・2  
  回数払い   2,000円/回 （１月の上限 10回）    
 
＜加算＞ 無し 
 
＜減算＞ 無し 

訪問型サービスのサービス内容等（案） 
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区分 【経過措置】 訪問型サービスＡ（指定事業者） 

実施 
年度 

平成３０年度 
単価を９６．５％程度に設定  

平成３１年度 
単価を９３．０％程度に設定 

平成３２年度 
単価を８９．５％程度に設定 

単価     

          
①事業対象者、要支援1・2 ( 週１回程度 )  
 月３回まで  回数払い    281単位/回    
 月４回以上 月額払い   1,127単位/月   
 
②事業対象者、要支援1・2 （ 週２回程度 ） 
 月７回まで  回数払い    282単位/回 
  月８回以上 月額払い   2,253単位/月 
 
③要支援２ ( 週２回を超える程度 ) 
 月11回まで  回数払い   297単位/回    
 月12回以上 月額払い  3,574単位/月 
 
＜加算＞ 初回加算 200単位/月 ・生活機能向上
連携加算100単位/月 
 
＜減算＞ 無し 
 

           
①事業対象者、要支援1・2 ( 週１回程度 )  
 月３回まで  回数払い    271単位/回    
 月４回以上 月額払い   1,086単位/月   
 
②事業対象者、要支援1・2 （ 週２回程度 ） 
 月７回まで  回数払い    272単位/回 
  月８回以上 月額払い   2,171単位/月 
 
③要支援２ ( 週２回を超える程度 ) 
 月11回まで  回数払い   287単位/回    
 月12回以上 月額払い  3,444単位/月 
 
＜加算＞ 初回加算 200単位/月 ・生活機能向上
連携加算100単位/月 
 
＜減算＞ 無し 

          
①事業対象者、要支援1・2 ( 週１回程度 )  
 月３回まで  回数払い    261単位/回    
 月４回以上 月額払い   1,045単位/月   
 
②事業対象者、要支援1・2 （ 週２回程度 ） 
 月７回まで  回数払い    262単位/回 
  月８回以上 月額払い   2,089単位/月 
 
③要支援２ ( 週２回を超える程度 ) 
 月11回まで  回数払い   276単位/回    
 月12回以上 月額払い  3,315単位/月 
 
＜加算＞ 初回加算 200単位/月 ・生活機能向上
連携加算100単位/月 
 
＜減算＞ 無し 

訪問型サービスのサービス内容等（案） 

※人員基準を緩和したことにより、市の指定する研修修了者によるサービス提供が可  
  能となりますが、介護人材が不足する中で、新たな雇用が必要となることを考慮し、     
   経過措置を設ける予定です。 9 



訪問型サービスのサービス内容等（案） 

区分 
介護予防訪問介護 
相当サービス 

訪問型サービスＡ 
（指定事業者） 

訪問型サービスＡ 
（委託事業者） 

利用者
負担  

 
介護予防訪問介護における報酬と同等  

１割、一定以上所得者は２割 

 
介護予防訪問介護における報酬と同等  

１割、一定以上所得者は２割 

 
介護予防訪問介護における報酬と同等  

１割、一定以上所得者は２割 

請求 
方法 

 
国保連合会へ請求 

 
国保連合会へ請求 

 
市へ直接請求 

ケアマネ
ジメント 

Ａ 

 
Ａ 
  

 
Ａ 
 

利用限
度額 

要支援１・事業対象者 ： 5,003単位 
                             要支援２                  ： 10,473単位 

限度額
管理 

○ ○ 対象外 

（平成２９年３月末時点） 
要支援認定者数             １，３３０人   
うち介護予防訪問介護利用者       ２７５人 （※４月の請求件数を利用者数とした） 
 
※平成３０年度の訪問サービスＡの利用者は 
  毎月 １３人 程度と推計しています。 
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訪問型サービスＡの請求について（案） 

例１ 週１回程度の利用者に対して、１月に３回サービス提供した場合 ２８１単位×３回 

例２  週１回程度の利用者に対して、１月に５回サービス提供した場合 1,127単位 

例３ 週２回程度の利用者に対して、１月に７回サービス提供した場合 ２８２単位×７回 

例４ 週２回程度の利用者に対して、１月に１０回サービス提供した場合 
 

2,253単位 
 

例５ 
週２回程度の利用者に対して、１月に８回のサービス提供を予定していたが、 
利用者が月の途中で入院したため、１月に３回の提供となった場合 

２８２単位×３回 

 サービス提供実績（提供回数）に基づく、当初のケアプランで予定していた各提供頻
度の１回あたりの単位での請求となります。 
 ５週ある月などは月額包括単位での請求となります。 

≪請求例≫ 
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  訪問介護、現行相当と訪問Ａを一体的に運営 
  する場合のサービス提供責任者・訪問事業責 
  任者の配置の考え方 

同一事業所での一体運営 

サービス提供責任者（常勤・専従）１名 
※サービス提供責任者が訪問事業責任者を兼務 

要介護・現行相当 
利用者 ３５名 

サービスＡ 
利用者 ５名 

人員基準：訪問介護または現行相当の人員基準を満たした上で、 
       訪問型サービスＡの従事者を必要数配置します。 

≪配置例 １≫ 

12 



  訪問介護、現行相当と訪問Ａを一体的に運営 
  する場合のサービス提供責任者・訪問事業責 
  任者の配置の考え方 

同一事業所での一体運営 

サービス提供責任者 
（常勤・専従）１名 

※サービス提供責任者が訪問事業責任者を兼務 

 

要介護・現行相当 
利用者 ３５名 

サービスＡ 
利用者 ５５名 

人員基準：訪問介護または現行相当の人員基準を満たした上で、 
       訪問型サービスＡの従事者を必要数配置します。 

≪配置例 ２≫ 

訪問事業責任者 １名 
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 平成３０年度から新たに導入するサービスは、多様なサービスである「訪問型サービスＡ」及
び「通所型サービスＡ・Ｂ」とします。  
 対象は、要支援１・２及びチェックリストにより一定の基準を満たした方（以下「事業対象者」と
いう。）とします。 

新たに導入するサービスの概要 ① （案） 

訪問型サービス 

通所型サービス 

○訪問型サービスＡ 

 現行の介護予防訪問介護との違いは、身体介護を伴わない生活援助のみとな
ること、「市が指定する研修修了者」によるサービス提供が可能となることです。 

 報酬については、現行相当サービスの算定単価の約８３％です。 

○通所型サービスＡ 

 従前の介護予防通所介護との違いは、サービスの提供時間の目安を半日程度
としたこと、生活相談員・看護職員・機能訓練員の不配置を可としたことです。 

 報酬については、現行相当サービスの算定単価の約８２％です。 
○通所型サービスＢ 

 日常生活支援や身体機能の向上、交流の場の提供などにより、要支援者等の
自立を支援するサービスを提供する法人等へ、運営経費の一部を補助します。 
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機能訓練 

64% 317人 
（男：100人、女217人） 

入浴 

19% 94人 
（男：30人、女64人） 

レク 

11% 56人 
（男５人、女51人） 

その他 

6% 30人 

介護予防通所介護で主な目的としているサービス内容 

※うち、機能訓練特化型サービ
ス利用者245人 

 
  サービス利用者数（要支援１…３０９人、要支援２…１８８人、計４９７人） 

介護予防通所介護サービスの利用状況 

平成２８年４月１日時点の介護予防プラン状況調査（地域包括支援センター職員による調査） 

利用時間 

半日 一日 

268人 229人 

53.9% 46.1% 

利用頻度 

週１回 週２回 週３回 

341人 155人 1人 

68.7% 31.2% 1% 
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区分 
介護予防通所介護 
相当サービス 

通所型サービスＡ 
（指定事業者） 

通所型サービスＢ 
（指定事業者以外） 

提供者 通所介護事業者 通所介護事業者 民間事業者・ＮＰＯ法人等 

サービス
内  容 

○通所介護と同様のサービス 
○日常生活支援、機能訓練 

○体操(30分以上必須)、レクリエーション、 
  機能訓練、送迎等 
○半日（３時間）程度のサービスを目安とする 

○体操(30分以上必須)、レクリエーション、  
  身体機能の向上に特化した体操、送迎等 
○半日（３時間）程度のサービスを目安とする 

サービス
対象者 

  
原則、要支援１・２の者で、 
 
○既にサービスを利用しており、継続が必要な 
  ケース 
○ケアマネジメントで、専門職によるサービスが必要  
  と認められるケース 

 
要支援１・２、事業対象者 
  

 
要支援１・２、事業対象者で、 
 
○入浴・食事等が不要で、自力歩行ができるケース 
※通所型サービスＡとの併用は原則不可とするが、  
  サービスＡからサービスＢに移行することを前提と 
    した場合においては、週１回の利用を超えない範 
  囲で併用を可とする予定。 

通所型サービスのサービス内容等（案） 

人員 
基準 

 
①管理者 
  常勤・専従１人以上 
  ※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他  
    事業所等の職務に従事可能 
  【資格要件：なし】 
②介護員等 
  15人以下専従1人以上 
  15人超 利用者1人につき専従0.2人以上 
  【資格要件：なし】 
③生活相談員 
  専従1人以上  
④看護職員 
  専従1人以上 
⑤機能訓練指導員 
  1人以上 
   

 
①管理者 
  専従1人以上 
  ※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他  
   事業所等の職務に従事可能 
 【資格要件：なし】 
②従事者 
  15人以下専従1人以上 
  15人超 利用者1人につき専従0.2人以上 
  【資格要件：なし】 
③ - 

 
④ - 

 
⑤ - 
 

 
①代表者 
  1人以上 
  ※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他  
   事業所等の職務に従事可能 
 【資格要件：なし】 
②サポーター 
  １人以上 
 【資格要件：ＰＴ、健康運動指導士、健康運動実践  
  指導者、市が指定する研修修了者 等】 
 
※市の指定する研修は、平成29年度については、  
  ９月、１１月、１月に実施予定の介護予防体操研  
  修会を充てる予定。 
 （かろやか体操、タオル体操、リズム体操、脳トレー  
 ニング、レクリエーション紹介、口腔体操など） 
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区分 
介護予防通所介護 
相当サービス 

通所型サービスＡ 
（指定事業者） 

通所型サービスＢ 
（指定事業者以外） 

設備 
基準  

 
①食堂及び機能訓練室（3㎡×利用定員以上） 
②静養室・相談室・事務室 
③消火設備その他の非常災害に必要な設備 
④必要なその他の設備・備品 

 
①サービスを提供するために必要な場所（3㎡×利
用定員以上） 
② － 
③消火設備その他の非常災害に必要な設備 
④必要なその他の設備・備品 

 
①サービスを提供するために必要な場所（3㎡×利
用定員以上） 
② － 
③消火設備その他の非常災害に必要な設備 
④必要なその他の設備・備品 

運営 
基準 

①清潔の保持・健康状態管理     
②秘密保持                
③事故発生時の対応 
④休廃止の届出・便宜提供等 
⑤個別サービス計画作成 
⑥運営規定の説明・同意 
⑦提供拒否の禁止 など 

①清潔の保持・健康状態管理     
②秘密保持                
③事故発生時の対応 
④休廃止の届出・便宜提供等 
⑤個別サービス計画作成 
⑥運営規定の説明・同意 
⑦提供拒否の禁止 など 

①清潔の保持・健康状態管理     
②秘密保持                
③事故発生時の対応 
④休廃止の届出・便宜提供 など 
 
 
 

算定 
単位 

 １月当たり  １月当たり / 1回当たり  １月当たり / 1回当たり 

単価     

 
○単価は従前の介護予防通所介護と同額 
 ①要支援１ 1,647単位/月 
 ②要支援２ 3,377単位/月 
 
＜加算＞ 
 ①生活機能向上グループ加算 
 ②運動器機能向上加算 
 ③選択的サービス複数実施加算 
 ④事業所評価加算 
 ⑤サービス提供体制強化加算 
 ⑥介護職員処遇改善加算 など 
 
＜減算＞ 
①同一建物減算 
②定員超過による減算（単位数×70/100） 
③人員欠如による減算（単位数×70/100） 

 
○単価を82パーセント程度に設定（人員配置、サ 
  ービス提供時間を考慮） 
 ※平成30～32年度においては、経過措置として 
  減額率を逓減する予定 
 
①事業対象者、要支援1 
  月３回まで  回数払い  337単位/回 
  月４回以上  月額払い 1,346単位/月 
②要支援2 
  月７回まで  回数払い  345単位/回 
  月８回以上  月額払い 2,759単位/月 
＜加算＞ 
①生活機能向上グループ加算 100単位/月     
②運動器機能向上加算      225単位/月      
③栄養改善加算               150単位/月 
④口腔機能向上加算       150単位/月 
＜減算＞ 
①定員超過による減算（単位数×70/100） 
②人員欠如による減算（単位数×70/100）     

 
○サービスの立ち上げから運営が軌道に乗るまでの 
  ３年間を対象とし運営経費の一部を補助。 
①回数払い 
 サービス利用者 １回の利用につき、 ５００円を活
動費（車両維持管理経費）として補助 
 （ただし、補助は週１回までとする） 
 
②月額補助 
 管理者経費及びスタッフ活動費として１月12,500
円を補助。 
 受け入れ人数が５人を超えるごとに、運営管理経
費として、12,500円を加算する。 ただし、運営管
理費は１月100,000円を限度とする。 
 
≪受入れ人数による月額補助例≫ 
  4人まで 12,500円/月 
  5～9人  25,000円/月 
         ～ 
  30人以上 100,000円/月 

通所型サービスのサービス内容等（案） 
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区分 【経過措置】 通所型サービスＡ（指定事業者） 

実施 
年度 

平成３０年度 
単価を９６．５％程度に設定  

平成３１年度 
単価を９３．０％程度に設定 

平成３２年度 
単価を８９．５％程度に設定 

単価     

          

①事業対象者、要支援1 
  月３回まで  回数払い   ３９７単位/回 
  月４回以上  月額払い １，５８９単位/月 
②要支援2 
  月７回まで  回数払い   ４０７単位/回 
  月８回以上  月額払い ３，２５８単位/月 
 
＜加算＞ 
①生活機能向上グループ加算 100単位/月     
②運動器機能向上加算      225単位/月      
③栄養改善加算               150単位/月 
④口腔機能向上加算       150単位/月 
 
＜減算＞ 
①定員超過による減算（単位数×70/100） 
②人員欠如による減算（単位数×70/100） 

           
①事業対象者、要支援1 
  月３回まで  回数払い   ３８２単位/回 
  月４回以上  月額払い １，５３１単位/月 
②要支援2 
  月７回まで  回数払い    ３９２単位/回 
  月８回以上  月額払い ３，１４０単位/月 
 
＜加算＞ 
①生活機能向上グループ加算 100単位/月     
②運動器機能向上加算      225単位/月      
③栄養改善加算               150単位/月 
④口腔機能向上加算       150単位/月 
 
＜減算＞ 
①定員超過による減算（単位数×70/100） 
②人員欠如による減算（単位数×70/100） 

          
①事業対象者、要支援1 
  月３回まで  回数払い    ３６８単位/回 
  月４回以上  月額払い １，４７４単位/月 
②要支援2 
  月７回まで  回数払い   ３７７単位/回 
  月８回以上  月額払い ３，０２２単位/月 
 
＜加算＞ 
①生活機能向上グループ加算 100単位/月     
②運動器機能向上加算      225単位/月      
③栄養改善加算               150単位/月 
④口腔機能向上加算       150単位/月 
 
＜減算＞ 
①定員超過による減算（単位数×70/100） 
②人員欠如による減算（単位数×70/100） 

※サービス提供時間の短縮、人員配置基準の緩和を行いますが、受け入れ体制を整 
  える期間を考慮し、 経過措置を設ける予定です。 
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通所型サービスのサービス内容等（案） 

区分 
介護予防通所介護 
相当サービス 

通所型サービスＡ 
（指定事業者） 

通所型サービスＢ 
（指定事業者以外） 

利用者
負担  

 
介護予防訪問介護における報酬と同等  

１割、一定以上所得者は２割 

 
介護予防訪問介護における報酬と同等  

１割、一定以上所得者は２割 

 
サービス提供団体にて設定 

請求 
方法 

 
国保連合会へ請求 

 
国保連合会へ請求 

 
市へ直接請求を想定 

ケアマネ
ジメント 

Ａ 
 
Ａ 
  

 
Ｃ 
 

利用限
度額 

要支援１・事業対象者 ： 5,003単位 
                                       要支援２                   ： 10,473単位 

限度額
管理 

○ ○ 対象外 

（平成２９年３月末時点） 
要支援認定者数             １，３３０人 
うち介護予防通所介護利用者      ５２２人（※４月の請求件数を利用者数とした） 

 
 
※平成３０年度の現行相当の通所サービス以外の利用者は 
  毎月 ２７ 人程度と推計しています。 
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訪問型サービスＢの請求について（案） 

例１ 事業対象者、要支援１の利用者に対して、１月に３回サービス提供した場合 ３９７単位×３回 

例２  事業対象者、要支援１の利用者に対して、１月に５回サービス提供した場合 1,589単位 

例３ 要支援２の利用者に対して、１月に７回サービス提供した場合 ４０７単位×７回 

例４ 要支援２の利用者に対して、１月に１０回サービス提供した場合 
 

3,258単位 
 

例５ 
要支援２の利用者に対して、１月に８回のサービス提供を予定していたが、 
利用者の体調不良により、１月に５回の提供となった場合 

４０７単位×５回 

 サービス提供実績（提供回数）に基づく、１回あたりの単位での請求となります。 
 ５週ある月などは月額包括単位での請求となります。 

≪請求例≫ 
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通所介護、現行相当と通所Ａを一体的に運営する
場合の介護職員・従事者の配置の考え方 

同一事業所での一体運営 

介護職員 １名の確保が必要 

要介護・現行相当 
利用者 １０名 
（１単位） 

サービスＡ 
利用者 ５名 
（１単位） 

人員基準：通所介護または現行相当の人員基準を満たした上で、 
       通所型サービスＡの従事者を必要数配置します。 

≪配置例 １≫ 
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通所介護、現行相当と通所Ａを一体的に運営する
場合の介護職員・従事者の配置の考え方② 

同一事業所での一体運営 

介護職員 ２名＋従事者 １名が必要 

要介護・現行相当 
利用者 ２０名 
（１単位） 

介護職員 ２名必要 

サービスＡ 
利用者 １５名 
（１単位） 

従事者 １名必要 

※３５人の利用者が全て現行相当だった場合、介護職員は５人必要 

人員基準：通所介護または現行相当の人員基準を満たした上で、 
       通所型サービスＡの従事者を必要数配置します。 

≪配置例 ２≫ 
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通所介護、現行相当と通所Ａを一体的に運営する
場合の介護職員・従事者の配置の考え方③ 

同一事業所での一体運営 

要介護・現行相当 
利用者 １０名 
（１単位） 

 
介護職員 １名必要 
（７時間～９時間） 

サービスＡ 
利用者 １０名（３時間） 

午前（１単位） 
従事者 １名必要 

人員基準：通所介護または現行相当の人員基準を満たした上で、 
       通所型サービスＡの従事者を必要数配置します。 

サービスＡ 
利用者 １５名（３時間） 

午後（１単位） 
従事者 １名必要 

≪配置例 ３≫ 
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今後のスケジュール 

平成２９年７月２８日   第１回事業者向け説明会 
 
       ８月上旬  
          ～中旬  新たなサービスへの参入意向調査  
 
      １０月       新たなサービス事業の決定    
 
      １１月       第２回事業者向け説明会 
                （事業所指定事務、請求事務、 基本チェッ   
                  クリスト・ケアマネジメントの考え方など） 
        
       ２月中旬    住民向け説明会 
 
平成３０年４月 １日   新たなサービス開始 
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